
 
 

 

「がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会」 

開催要綱 

 

 

１． 趣旨 

平成２４年６月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、重点的に取り組む

べき課題の一つとして「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が掲げられている。そ

のため、厚生労働省健康局長の下に「緩和ケア推進検討会」を設置するとともに、これまで４

年間にわたって計１９回の議論を重ね、その結果は、がん診療連携拠点病院を中心とした緩

和ケア提供体制の整備、緩和ケア研修、診療報酬による評価等に反映してきた。 

一方で、多くのがん患者が拠点病院以外の医療機関を受診するとともに、約４分の３のが

ん患者は拠点病院以外の場所で看取られていることを踏まえると、今後は、拠点病院以外

の医療機関における緩和ケアの充実が重要である。また、緩和ケアはがん患者だけではな

く、循環器疾患等の患者にも必要である。医療従事者についても、緩和ケアの基本的な知識

を身につけることが重要である。 

これらを踏まえ、本検討会においては、がん等における緩和ケアの提供体制について、俯

瞰的かつ戦略的な対策等を検討する。 

 

２． 検討事項 

（１） 下記ア～ウに関する具体的な対策 

ア. がん診療を担う医療機関における緩和ケア提供体制のあり方 

イ. すべての医療従事者が基本的な緩和ケアを身につけるための方策 

ウ. 循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方 

（２） 緩和ケアの充実に向けたその他の具体的な対策 

 

３． その他 

（１） 本検討会は、健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２） 本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括させる。 

（３） 本検討会は、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者の参集を依頼することができ

る。 

（４） 本検討会は、原則として公開とする。 

（５） 本検討会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課が行う。 

（６） この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康局長と

協議の上、定める。 
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